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米代川水系流域治水プロジェクト
～秋田県北の発展と共にいのちとくらしを守る地域が一体となった治水対策を推進～

米代川では、戦後最大の洪水である昭和47 年7 月洪水により、能代市（旧能代市、旧二ツ井町）で２箇所の堤防が決壊した。
また、平成19 年9 月洪水により、米代川では計画高水位を超過した区間が約29km におよび、二ツ井水位観測所（能代市）では既往最高水位を記
録した。この洪水により、秋田県管理区間の本川上流で4 箇所、支川阿仁川で5 箇所の堤防が決壊するとともに、国の管理区間においても、およそ
2,000ha の氾濫があり、300 戸を超える家屋浸水被害が発生した。
さらに、平成25 年8 月洪水により、米代川では計画高水位を超過した区間が約3.4km におよび、十二所水位観測所（大館市）では平成19 年9 月

洪水に次ぐ観測史上2 番目となる水位を記録した。この洪水により、大館市早口地区で1 戸、大館市川口地区で2 戸の家屋浸水被害が発生した。

全国的に近年の災害は、短時間強雨（50mm/h 以上）の発生頻度が直近30 年間で1.4 倍に拡大しており、さらに気候変動の影響により雨量が増
加し、将来は洪水発生頻度が2 倍になると見込まれている。（「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」（国土交通省R2.9 発行））
これまで河川改修やダム整備などの治水対策によって地域の安全度は向上し、被害の軽減が図られてきたが、近年の気候変動の影響による豪雨災害
の頻発化・激甚化を見ると、治水対策を上回る速度で気候変動の影響が顕在化している可能性もあり、人命被害の増加に加え、経済被害が増大する
など社会的不安も増加している。

こうした現状に対応するためには、水災害対策としての、堤防・ダム等の河川整備を加速させていく必要がある。
その上で、河川の整備が途上であることや、洪水被害が頻発化している現状を踏まえ、水田等による一時貯留、洪水調節機能の強化、防災拠点の整
備、住まい方の工夫など水災害から住民の命と暮らしを守るため、国・地方公共団体をはじめ、あらゆる関係者が協働して流域が一体となり、ハー
ド・ソフト一体となった「流域治水プロジェクト」の取組を推進する。

第１版：令和3年3月30日（初版）
第２版：令和4年3月31日（ｸﾞﾘｰﾝｲﾝﾌﾗ、事業の見える化）
第３版：令和6年3月29日（ver2.0 気候変動に対応）

【 改 定 履 歴 】【米代川圏域流域治水協議会構成員】



米代川水系流域治水プロジェクト【位置図（詳細版１／２）】

能代市

二ツ井

河道掘削（国）

←米代川

北秋田市

堤防整備（国）

河道掘削（国）

下内川

長木川

長木川堤防整備（県）

大館市

鹿角市

小坂町

上小阿仁町

治山事業(県)

治山事業(県)

治山事業(県)

治山事業(県)

福士川堤防整備（県）

米代川河道掘削（県）

夏井川河道掘削（県）

犀川河道掘削（県）

小猿部川河道掘削（県）

引欠川河道掘削（県）

藤琴川河道掘削（県）

檜山川河道掘削（県）

熊沢川河道掘削（県）

悪土川堤防整備（県） 小森川堤防整備（県）

間瀬川河道掘削（県）

汁毛川河道掘削（県）

堤防整備（国）

汁毛川

間瀬川

福士川

熊沢川
夏井川

山田川

引欠川

小猿部川
小森川

藤里町

藤琴川

大沢川

檜山川悪土川

砂子沢ダム事前放流（県）

砂小沢川

小坂川

秋田県

山瀬ダム事前放流（県）

岩瀬川

山田川河道掘削（県）

糠沢川河道掘削（県）

早口川

早口ダム事前放流（県）

大沢川河道掘削（県）

素波里ダム事前放流（県）

粕毛川

綴子川 ▲水源地
（中岳）

調整池の整備
（大館市）

下内川堤防整備（県）

森林整備（国、県、森林整備センター）

治山対策、砂防対策（国、県）

防災拠点等の整備（国土交通省）

浸水想定区域図の作成・公表（国、県）

想定最大規模の洪水に基づくハザード
マップの作成、周知の実施（市町村）

立地適正化計画の策定・見直し
（能代市、大館市、小坂町）

教育機関との連携による出前講座・
防災教育の拡充（国、県、市町村）

講習会等によるマイタイムライン
普及促進（国、県、市町村）

自主防災組織の推進、訓練の実施（市町村）

タイムラインを活用した防災訓練の
実施・ホットライン伝達体制の構築
（国、県、市町村）

秋田県自主防災アドバイザー派遣事業に
よる防災力・知識の向上（秋田県）

危機管理型水位計、簡易型河川監視
カメラの設置（国、県）

避難情報伝達手段の検証と整備
（市町村）

マスメディアと連携した情報発信
（国、県）

水田貯留（国、県、市町村）

水防資機材等の充実、合同点検の実施
（国、県、市町村）

水防訓練の実施、水防工法講習会の実施
（国、県、市町村）

鹿倉ダム事前放流（県）

根石ダム事前放流（県）

住民の主体的避難を促す情報伝達手
段の拡充（国、県、市町村）

大規模水害を想定した住民参加によ
る防災訓練の実施
（国、県、市町村）

秋田地方気象台と連携した気象防災
ワークショップの開催
（国、県、市町村）

要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進、
避難訓練への支援（国、県、市町村）

水害リスクの高い箇所の合同巡視の実施
（国、県、市町村）

排水施設・排水資機材の点検・訓練・教育・
出動態勢の確保（国土交通省）

全天候型ドローンの配備・陸上水中レーザー
ドローンの配備（国土交通省）

準用河川、普通河川の河道掘削（市町村）

治山事業（県）

治山事業（県）

砂防事業（県）

治山事業(県：地すべり)

治山事業(県)

綴子川河道掘削（県）
糠沢川
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米代川水系流域治水プロジェクト【位置図（詳細版２／２）】

上小阿仁町

能代市

北秋田市

大館市

鹿角市

治山事業(県：地すべり)

治山事業(県)

治山事業(県)

治山事業(県)

治山事業(県)

小阿仁川河道掘削（県）

阿仁川河道掘削（県）

阿仁川

小阿仁川

早口川

森吉ダム事前放流（県）

森吉山ダム事前放流（国）

萩形ダム事前放流（県）

砂防事業（県：地すべり）

治山事業（県）

■被害対象を減少させるための対策
・防災拠点等の整備拡大

・立地適正化計画の策定・見直し

・立地適正化計画に基づく防災指針の策定

・住宅や商業施設等の嵩上げ支援
・雨水管理総合計画の策定

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの設置拡大
・教育機関と連携した出前講座・防災教育の更なる拡充
・講習会等によるマイ・タイムライン普及促進
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
・水害リスク空白域の解消
（中小河川のハザードマップ、内外水リスクマップの作成）

・内水浸水想定区域図（下水道）の作成
・避難体制等の強化  ・水害伝承の取り組み促進
・MIZBEステーションの利活用促進

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削（前計画の約２倍）、堤防整備等
・土地利用や地域特性を踏まえた治水対策

・利水ダム等９ダムにおける事前放流等の実施、体制構築

・開発行為に対する雨水貯留・浸透施設の設置指導
・雨水貯留浸透施設整備（調整池） ・ため池等の活用
・水田貯留の取組拡大 ・森林整備、治山対策エリアの拡充
・砂防堰堤の新設及び既設砂防堰堤の機能改良、流木対策
・特定都市河川の検討
・インフラDXによる河川管理の高度化  ・内水被害の軽減

8



米代川水系流域治水プロジェクト

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
9



氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

〇河道掘削

能代河川国道事務所

【大館市 長坂地区河道掘削】

大館市

【河道掘削のイメージ】

令和元年11月撮影

令和4年10月撮影

令和4年10月撮影

【対策状況】

【対策状況】
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

〇堤防整備

能代河川国道事務所

【大館市山館地区、大館市比内町扇田地区】

大館市
田代町

【堤防整備のイメージ】

扇田大橋

扇田橋

米
代
川→

大館市
比内町

【堤防整備のイメージ】

令和元年11月撮影

扇田地区施工状況

令和５年11月撮影

山館地区完成状況 令和4年3月撮影

大館市山館地区
築堤延長
L=0.9km（完成）

大館市比内町扇田地区
築堤延長
L=1.6km（施工中）

大館市山館地区
築堤延長
L=0.9km（完成）
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

〇土地利用等を踏まえた治水対策

能代河川国道事務所

家屋や農地の浸水対策として、土地利用状況や地域特性を踏まえた治水対策を計画

土地利用等を踏まえた治水対策（輪中堤のイメージ）

＜概要＞
輪中堤や土地の嵩上げなども考慮した治水対策
を実施します。農地に関しては、遊水機能を見込ん
だ暫定的な堤防整備を行い一定規模洪水から農地
を守る対策を実施します。

常盤地区 外面地区

蟹沢地区 坊沢地区

早口地区

板沢地区

川口地区

櫃崎地区

小館花地区

金谷地区
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

〇市町村が管理する準用河川、普通河川の河道掘削

能代市､北秋田市､大館市

・市が管理する準用河川、普通河川について、河道内の浚渫、土砂等の搬出を実施することで、浸水被害の低減や被害を未然に
防ぐなど適正な維持管理を図る。
・令和2年度から創設された制度（地方債）を活用することで事業の進捗を図る。

※対象河川及び期間については、今後の実施状況等により変更となる場合がある。

【北秋田市】
対象：準用河川 １０河川 普通河川 １河川
期間：令和３年度～令和6年度

着工前

完了後

準用河川 造坂川

【能代市】
対象：準用河川 1河川
期間：令和3年度～令和6年度

着工前

完了後

準用河川 檜山川運河

【大館市】
対象：普通河川 １０河川
期間：令和2年度～令和6年度

着工前

完了後

普通河川 山館川
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

〇樹木伐採

能代河川国道事務所

樹木伐採位置図

・重要インフラ緊急点検の結果、米代川では洪水が発生した場合、樹木の影響により流れを阻害する恐れが高いため、樹木伐採を
実施し、河川管理の向上を図る。

富根地区
A=358,000㎡

富根上流地区
A=137,000㎡

栄地区
A=32,600㎡

向黒沢地区
A=11,300㎡

鷹巣右岸地区
A=47,800㎡

吹越地区
A=423,000

鶴形上流地区
A=20,000㎡

鶴形中流地区
A=205,000㎡

鶴形下流地区
A=42,000㎡

鶴形下流地区
A=90,000㎡

凡例
■強靱化３ヶ年（H30－R2）
■強靱化５ヶ年（R3-R5実施）
■強靱化５ヶ年（R6実施予定）

●大館市 櫃崎地区（R3実施）●能代市 富根地区（R1実施）●能代市 鶴形上流地区（R5実施） ●北秋田市 向黒沢地区（R2実施）

櫃崎地区
A=57,500㎡

外面地区
A=71,200㎡

藤琴川地区
A=26,000㎡

脇神地区
A=44,600㎡
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

〇水門、樋管ゲートの自動化（フラップ化）

国、県

★氾濫水の迅速な開扉による内外水排除
★操作遅れのない閉扉動作への対応
★緊急時におけるゲート操作の確実性

▲R5.7月洪水（能代市二ツ井地区）▲R4.8月洪水 大館市川口・板沢地区

▲仁鮒第２排水樋管（R3実施）▲大林排水樋管（R3実施）▲現況（引上げ式ゲート）

改良イメージ

開扉時

閉扉時 ■緊急時または操作遅れ
の際は内外水位に対応し
たゲートの自動開閉によ
り操作の確実性、迅速性、
信頼性向上が図られる

・樋門樋管操作員が出動する際、周辺で浸水被害が発生した場合、出動が困難となりゲート閉操作の遅れが生じる。

・また退避判断水位（※避難の目安となる水位）を超過した場合、操作員はゲートを閉じて待避することとなるが、外水位が低下し
た後に再出動する際、周辺の浸水により出動出来ないことが懸念され、ゲート開操作の遅れが生じる。
・外水、内水氾濫を防ぐため、自動開閉によるゲートの自動化（フラップ化）を引き続き推進する。

15



氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

・米代川水系において、河川管理者である国土交通省並びにダム管理者及び利水関係者により、河川について水害の発生防止等
が図られるよう、ダムの洪水調節機能強化を推進する。（令和２年５月 治水協定締結）

〇既存ダムの有効活用（事前放流）

【ダムの洪水調節機能強化】
《主なもの》

・緊急時の連絡体制の構築
・関係者による情報共有
・事前放流の実施方針・ルール策定

水害対策に
使える容量

基準
降雨量

容量
(千m3)

有効貯水
容量に

対する割合

容量
(千m3)

有効貯水
容量に

対する割合

有効貯水
容量に

対する割合
(mm)

● 森吉山 68,100 50,500 74.2% 1,555 2.3% 76.4% 100

● 森吉 26,900 9,800 36.4% 4,277 15.9% 52.3% 107

● 萩形 11,650 10,000 85.8% 4,950 42.5% 128.3% 207

● 素波里 39,500 13,000 32.9% 7,258 18.4% 51.3% 292

● 早口 5,050 5,050 100.0% 3,000 59.4% 159.4% 213

● 山瀬 10,900 7,900 72.5% 5,000 45.9% 118.3% 213

● 砂子沢 7,630 2,000 26.2% 1,737 22.8% 49.0% 124

〇 根石 875 0 0.0% 880 100.6% 100.6% 109

〇 鹿倉 857 0 0.0% 850 99.2% 99.2% 124

171,462 98,250 57.3% 29,507 17.2% 74.5% -合計

ダム名

有効
貯水
容量

(千m３)

洪水調節容量 洪水調節可能容量

○水害対策に使える容量（９ダム）

締結前５７．３％ 締結後７４．５％

（約２，９５０万ｍ３の増加）

※●：多目的ダム

F:治水 N:流水の正常な機能の維持 A:農業用水 W:水道用水 I:工業用水 P:発電

既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針に基づく 「協議の場」

〇河川管理者
・能代河川国道事務所
・秋田県
・岩手県県土整備部

〇ダム管理者
・能代河川国道事務所
・秋田県
・岩手県農林水産部

〇関係利水者
・能代市
・大館市
・北秋田市
・鹿角市
・小坂町

・東北電力（株）秋田発電技術センター
・東北電力（株）能代火力発電所
・三菱マテリアル（株）
・秋田県能代地区土地改良区

国、県、市町村等

その他既存ダム［目的、管理者］
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

・開発行為は宅地造成後に雨水処理が問題となることが多く、周辺住民や水路管理者から改善要望など過去にあった。本市では、
流出抑制対策として、従前の流出量と同程度の雨水流出を基本として、開発申請者と十分な事前協議を実施・合意の上施工する
など雨水貯留・浸透施設の設置指導等を行っている。

〇開発行為に対する雨水貯留・浸透施設の設置指導

【位置図】

【過去の指導実績】

・令和元年度
規模：1,508㎡
対策：浸透施設の設置

【開発行為の排水施設計画平面図】
○浸透施設を設置した事例

秋田県能代市

開発前

○開発行為に伴い発生する開発地内の雨水流出量を、浸透施設
を設置して開発地内で処理をするよう指導を行った。

完成後は、道路用地として市へ帰属した。

開発後

東能代駅

能代東IC
浸透側溝浸透側溝

開発後

赤枠 － 開発区域
青線 － 浸透側溝

能代市
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

〇雨水貯留浸透施設整備（調整池）

大館市

【令和４年豪雨時写真】

・釈迦内産業団地の造成に伴い、雨水の流出抑制の取組として、既存緑地を活用した調整池を令和２年度に整備。
・流域面積２９．４ｈａ内の排水対策として、道路の嵩上げ工事及び排水路の整備するとともに、面積約２．２ｈａの調整池を整備し、
 乱川の氾濫抑制に努める。

・令和４年８月の豪雨時、調整池が機能したことにより、工業団地内企業に被害はなく、企業活動に影響が出なかった。
 ※大館市の２４時間降水量 １６４ミリ（観測史上最大）

【参考：平時写真】

① ①

②②
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「田んぼダム」取組の方向性

■ 「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対
策」における流域治水対策の一つとして、水田の貯留
機能向上のための田んぼダム等の取組を推進すること
としている。本水系においても、多面的機能支払交付
金を有効に活用しながら、ほ場整備事業地区を中心に
「田んぼダム」の取組を推進していく。

■ 流域の上流域と下流域の相互理解（協働）があって
実現する取組であるため、他の取組状況や実証調査の
結果等を紹介し、農家の理解を得ながら、普及・拡大
に努めていく。

【概要】 流域治水の取組の一つとして、水田の持つ雨水貯留機能を活用し、大雨時に一時的に
田んぼに水を貯め、ゆっくりと排水することで降雨ピーク時の流出量を抑制させ、農地
や住宅地等における湛水被害リスクを低減

〇水田貯留等の取り組み

能代市

（「田んぼダム」実施例）

■ 東雲原地区（能代市）

ほ場整備事業を実施中の東雲原
地区において、豪雨時の地区下流
のため池や集落への洪水被害防止
等を目的として、令和２年度より
取組を開始（調整板の設置等）

※多面的機能支払交付金を活用

[取組主体]

東雲原地域資源保全隊

水位調整板

水位調整板設置状況 降雨後の排水状況（貯留効果確認）

[流出抑制のイメージ図]

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

・ 田んぼダム ： 水田の排水口への調整板の設置等による流出抑制によって下流域の湛水被害リスクを低減
農業者が地域共同で取り組む「田んぼダム」の取組を農林水産省の多面的機能支払交付金により支援

・ た め 池 ： 農業用ため池が有する洪水調節機能の活用

（参考）水田の整備

農業競争力強化を図るため、担い手への農地
集積・集約化に向け、水田を整形・大区画化

未整備
狭小・分散

整備済
整形・集積

※田んぼダムの取組の基盤ともなる

ため池の活用

【概要】 大雨が予想される際にあらかじめ水位を下げる
ことにより、洪水調節機能を発揮

農業用水の貯留に影響のない範囲で、貯水位を
低下させ、洪水調節容量を確保

※今後、活用を検討
していく取組

米代川水系における田んぼダムの取組事例水田の活用（田んぼダム）

県、市町村
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〇水田貯留～田んぼダム～（住民参画に向けた取組）

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

・水田の活用（一時的に雨水貯留）により下流域の湛水被害リスクを低減する流域治水の取組を推進するため、田んぼダムの効果

等の検証を開始

・令和元年度から営農への影響等を検証する調査を実施、令和３年度には田んぼダム実証モデル地区を設置し効果検証を行い、

取組状況等について関係者による意見交換会を開催（秋田県）

流域治水の取組の一つとして田んぼが元々持っている水を貯める機能を利用し、大
雨の際に一時的に田んぼに水を貯め、ゆっくりと排水することで農地や市街地の洪
水被害の軽減につなげる取組を開始

農業者が地域共同で一定要件以上「田んぼダム」に取り組む場合、農林水産省の多
面的機能支払交付金により支援

▼田んぼダム通信

秋田県

秋田県

令和３年度、県内のほ場整備実施中の10地区に田んぼダム実証モデル地区を設置し、
効果や課題等を検証。このうち１地区では、従来型に加え、自動給排水システムを用
いたスマート田んぼダムの実証田を設置し、効果の比較・検証等を行っている。

普及・拡大に向け、各実証地区関係者による意見交換会を開催し、取組状況や課題等
について共有を図っているほか、実証状況や取り組み農家の声などを掲載した「田ん
ぼダム通信」を発行している。

令和５年度、田んぼダム実証地区におけるこれまでの調査結果や実施した農家の声、
全国の先進事例や専門家の知見等をまとめた「秋田県田んぼダム技術マニュアル」を
発行した。

県では引き続き、効果や課題を調査するとともに、市町村や土地改良区等と連携のも
と、調査結果や先進事例、支援措置などを紹介し、農家の理解を得ながら、普及に努
めていくこととしている。
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

〇森林の整備及び保全

国、森林整備センター、県

子
吉
川

森子橋

・森林整備：適切な森林整備を行うことにより、森林の水源かん養機能と土砂流出防止機能が向上し、米代川の流域治水を促進します。

・路網整備：森林整備を促進するための基盤となる路網整備を行います。

・治 山：渓間工、山腹工、地すべり防止工等を実施し、崩壊地の復旧や流出土砂の抑制などにより、米代川の流域治水を促進します。

渓間工 山腹工 地すべり防止工

治山のイメージ

林道 林業専用道 森林作業道

路網整備のイメージ

植栽 下刈 間伐

森林整備のイメージ
東北森林管理局の整備区域

国有林（図の赤枠内緑色部分）

＊水源林造成事業地
奥地水源地域の民有保安林のうち、所有者の自助努力等に
よっては適正な整備が見込めない箇所

秋田県の整備区域：民有林全域

＊路網整備（林道、林業専用道）と治山は事業主体として整備します。
森林整備（森林作業道を含む）は、適切な取組に対して、森林環境保全整備事業に

より支援します。

森林研究・整備機構森林整備センター
の整備区域

水源林造成事業地（図の赤枠内黄緑部分）

※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

米代川
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

〇砂防事業（砂防堰堤工：館ノ下沢）

秋田県

・館ノ下沢は秋田県北部の大館市に位置し、保全対象として特別養護老人ホーム山館苑、第２次緊急輸送道路
である国道１０３号を含む土石流危険渓流である。
・流域内では渓岸侵食及び山腹崩壊が発生しており、不安定土砂や倒木が堆積している。

・要配慮者利用施設および緊急輸送道路等を保全することを目的に砂防えん堤工を整備し、土石流災害から民
生の安定を図るものである。

子
吉
川

滝沢橋

森子橋

子
吉
川

○箇所概要 保全対象：特別養護老人ホーム山館苑 【要配慮者利用施設】
国道100m 【第２次緊急輸送道路】

人家13戸

実施内容：砂防えん堤 １基
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

〇地すべり対策事業（小渕）

秋田県

・北秋田市阿仁小渕地区では、平成27年4月の融雪期の豪雨後、斜面に変状が発生している。斜面直下には一
級河川阿仁川、秋田内陸縦貫鉄道秋田内陸線が横断することから、平成27年5月から変動監視を行っている。
平成28年3月の融雪期には斜面変状範囲の背後地に幅150mに渡って段差を伴う亀裂が発生しているほか、平
成29年2月にはA-1ブロック末端部に該当する阿仁川右岸で斜面崩壊が発生し、秋田内陸線が約２ヶ月間運休と
なった。大規模地すべり発生の兆候が見られることから、地すべりブロックの早急な対策を実施して、地すべり災
害の防止を図るものである。

位置図

小渕地区

○箇所概要
保全対象：一級河川阿仁川、市道1,080m、秋田内陸縦断鉄道秋田内陸線440m
実施内容：（A-1ブロック)集水井N=5基、集水ボーリングΣL=16,775m、排水ボーリングΣL=422m、アンカー工100本×7段

子
吉
川

滝沢橋

森子橋
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 秋田県

〇急傾斜地崩壊対策事業（下花輪2-1地区）

・下花輪2-1地区は、鹿角市の中心市街地に位置する斜面で、最大斜面高２２ｍ、最急勾配６０°を超える急傾
斜地である。既存施設は概成から約４０年が経過し老朽化しており、既設モルタル吹付には亀裂や空洞化が生じ
ており、平成３０年５月には斜面崩落が発生している。このような災害の危険性がある斜面に対して、施設の改築
を行い斜面の安定を図ることで、災害を未然に防止し人命財産を守るため、早急に対策工を実施する。

子
吉
川

滝沢橋

森子橋

子
吉
川

森子橋

○箇所概要

保全対象 ： 保全人家１３戸、市道２１０ｍ

実施内容： 増厚工（短繊維混入モルタル吹付）
L=２１１m

実施箇所

平面図及び保全対象全景

2018.05.18崩落 斜面の空洞
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米代川水系流域治水プロジェクト

②被害対象を減少させるための対策

※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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被害対象を減少させるための対策

・想定最大規模の洪水が発生した場合、北秋田市鷹巣地区は、北秋田市役所、鷹巣駅、学校、福祉施設が浸水することになるが
近隣に防災拠点がないため、洪水等の災害時に復旧活動の基地となる防災拠点等の整備を行う。

・洪水により市街地が浸水する場合は、地域住民の一時避難場所としても活用できる。

〇防災拠点等の整備

能代河川国道事務所

【防災拠点としての機能】
《主なもの》
・復旧拠点（基地）
・緊急用資機材の備蓄
・ヘリポート
・一時避難場所
・駐車場
・作業ヤード

令和元年台風19号での水防災拠点への避難状況 宮城県大崎市（吉田川）

令和元年10月18日撮影

米代川水系 洪水想定浸水区域図（想定最大規模）
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被害対象を減少させるための対策

・日常生活サービス等の住環境が持続的に確保されるよう、当市では平成３１年３月に立地適正化計画を策定した。計画内の都市
機能誘導区域及び居住誘導区域については、浸水想定区域を考慮した設定を行っている。

〇立地適正化計画の策定・見直し

【位置図】

【直近、過去の被害状況】

本市では、平成19年、平成25年と豪雨・台風
災害が発生しており、特に被害の大きかった
平成25年8月豪雨では住家（半壊・床上床下浸
水）454棟、土砂災害140箇所等、被害額は約
64億円にも上った。

▼平成25年8月豪雨の被害状況

【居住誘導区域の設定】

災害リスクの高い区域として、米代川・長木
川・下内川の浸水想定区域（0.5m以上）平
成19年洪水被害区域、平成25年豪雨被害
区域（対策計画箇所を除く）を除外し設定した。

大館市

市町村
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被害対象を減少させるための対策

〇住宅や商業施設等の嵩上げ支援と浸透貯留対策

市町村

・能代工業団地は米代川の洪水浸水想定区域に位置しているが、水害発生時においても生産機能を維持すること等を目的として、
市補助金による水害予防対策の支援や工業団地の拡張エリアにおける浸透貯留施設の造成など防災まちづくりと一体となった対
策を行っている。

米代川

【浸透貯留施設の造成】（Ｒ５）
◆能代工業団地における拡大中のエリアにおいて、浸透貯留施設を
造成し、内水被害軽減を図る。

【能代市工場等事業継続対策事業費補助金（Ｒ３）】
◆米代川浸水想定区域内に立地又は予定して

いる工場や事業所等の水害予防策を行う企業に対して助成を実施。

凡 例

浸水想定区域

主な工業地域

嵩上げ施工前

嵩上げ施工後

A=0.6ha
H=1.4m

【補助金実施事例】
能代オリエンタルモーター(株)における新設工場嵩上げ（R5.2）

・対象区域 ： 米代川水系の洪水浸水想定区域
・補助対象 ： 工場、事業所、卸売施設 など
・対象事業 ： 水害予防策として以下の事業

設備等の移設、工場等の嵩上げ、
遮水壁、排水ポンプ・非常用発
電設備の導入等
・補助額 ： 経費の１／２（上限２００万円）

28



米代川水系流域治水プロジェクト

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

〇浸水想定区域図の作成・公表

国、県

・平成27年の水防法改正を踏まえ、市町村長による避難勧告等の適切な発令や住民等の主体的な避難に役立つよう、米代川水
系米代川、藤琴川、小猿部川において、想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域や家屋倒壊等氾濫想定区域を公表した。

・県管理河川についても、管内の水位周知河川について、想定最大規模降雨による浸水想定区域図を作成し公表した。

●作成・公表の状況
【能代河川国道事務所】
米代川、藤琴川、小猿部川

【秋田県】
〈鹿角地域振興局〉
小坂川、大湯川、福士川、
米代川

〈北秋田地域振興局〉
長木川、下内川、小猿部川、
綴子川、阿仁川、小阿仁川、
犀川

〈山本地域振興局〉
藤琴川、三種川、檜山川
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

〇内外水位統合型多段階浸水想定図・水害リスクマップ

国、県、市

・浸水範囲と浸水頻度の関係を図示した水害リスクマップ（浸水頻度図）について、防災まちづくりを推進する地域における対策
検討の充実に資するよう、外水に加え内水も考慮した水害リスクマップの作成に着手（令和7年度に米代川直轄区間で作成完）

米代川（直轄管理区間） 作成予定

R5.12 大館市での作業状況説明（国・県・市合同会議）

防災まちづくりにおける水害リスク情報の活用推進

防災まちづくりを推進する市町村等を対象に、外水に加え内水も考慮した水害リスクマップを
作成のうえ、治水対策の検討や立地適正化計画における防災指針検討・作成への活用を推進
することで、水害リスクの高い地域を避けた居住誘導や浸水に対する住まい方の工夫等を促進。
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

〇想定最大規模の洪水に基づくハザードマップの作成及び公表、周知の実施

市町村

・能代市では、平成28年に米代川の想定最大規模の洪水浸水想定区域図に基づいたハザードマップを作成し、全戸配布を実施。
・ホームページでは作成したハザードマップの閲覧ができるほか、Web版のハザードマップも整備している。

・出前講座や防災フェアなどのイベントを通じて普及・周知活動を実施している。

能代市

●Web版防災ハザードマップ
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・マイ・タイムラインとは、住民一人ひとりの防災行動計画であり、自分自身がとる防災行動を時系列に整理し、住民自らが考え、命
を守る避難行動を取れるよう考え学ぶもの。

･マイ･タイムライン普及のため、自治体職員向けの講習会や地域住民を対象とした講習会を実施し普及促進を図る。

〇講習会等によるマイ・タイムライン普及促進

国、県、市町村

令和元年10月18日撮影

マイ・タイムライン作成ツール「逃げキッド」

自治体職員・地域住民を対象としたマイ・タイムライン作成講習会の実施

自治体職員、自治会・町内会長、自主防災組織、学校関係者などを対象にマイ・
タイムライン講習会を実施し、その受講者が各自治会や町内会、学校に持ち帰り、
その地域の災害リスクを共有し避難経路や避難のタイミングを考えたマイ・タイ
ムラインを作成することで、地域住民の防災意識を高める。

災害時に避難誘導のキーマンとなる人を対象に「マイ・タイムライン講習会」を
実施することで、身近に、幅広くマイ・タイムラインの普及を図る。

鹿角地域振興局が秋田県防災士会、鹿角市、小坂町と連携し「マイ・タイムライン
作成講座」を実施した様子

鹿角市で２３名、小坂町で２１名にご参加いただき、災害リスク等の説明後にマイ
・タイムライン作成ツール「逃げキッド」による作成演習を実施した。

〔鹿角市と小坂町の２会場で自主防災会、自治会の代表及び要配慮者支援施設の職
員を対象に行ったマイ・タイムライン作成講座〕

鹿角市会場 小坂町会場
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能代市

大館市北秋田市

米代-L1 米代-L2

米代-L3

米代-L4

米代-L5

米代-L6

米代-L7

米代-L8

米代-L9

米代-L10

米代-L11

米代-L12

米代-R1

米代-R2 米代-R3 米代-R4

米代-R5

米代-R6

米代
-R7

米代-R8

米代-R9

米代-R10

米代-R11

米代-R12

米代-L13

米代-R13

米代-L14

米代-R14

米代-L15

米代-L8

米代-R8

藤里町

藤里町

米代-L7

能代市役所

向能代

大館
市役所

北秋田
市役所

能代厚生医療センター

大館市立
総合病院

北秋田
地域振興局

二ツ井町
庁舎

←阿仁川

←阿仁川

山本地域
振興局

凡 例

：浸水範囲

：水位観測所（既設）

：危機管理型水位計（既設）

：危機管理型水位計（追加）

：危機管理型水位計（代用）

：簡易型監視カメラ（既設）

十二所観測所

77.1km地点
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富根
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鷹巣
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扇田橋
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七座

左下へ続く

右上に続く

日本海

29

21
※桧
山川

(※代用)

坊沢
(※代用)

中川原

餅田

19
18

桧山川合流点

下悪戸

荷八田 朴瀬

能代市扇田

産物

飛根

常磐

大林

外面

仁鮒

二ツ井町中心部

小繋

麻生下流
下田平

今泉

坊沢大橋

内陸線米代川橋梁下流

内陸線米代川橋梁上流

小猿部川合流点

東鷹巣橋

摩当川合流点

向黒沢

長坂橋下流
早口川合流点下流

外川原橋
山田渡

櫃崎

餅田字沖

根下戸

犀川合流点

比内町扇田

4

3

2

1
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

〇危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの配置見直しや増設の検討

国、県

・米代川（直轄管理区間）において危機管理型水位計を３７箇所、簡易型河川監視カメラを８箇所に設置済み
・米代川指定区間及び県管理河川において、危機管理型水位計を１６箇所、簡易型河川監視カメラを６５箇所に設置済み

・今後は、簡易型河川監視カメラの増設及び危機管理型水位計の設置について検討する。

35
富根

37
川口

36
前山

34



被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

〇大規模洪水を想定し、関係機関と連携した実践的な訓練の実施

国、県、市町村

・タイムラインや懸念される危険箇所など考慮した「洪水対応演習」を行い、必要とされる行動や対応について確認。

・演習中の課題や疑問等については、演習後にその内容について検討し、対応策について全体で共有し出水期に備える。
ＨＷＬ 7.394m －

氾濫危険水位 6.8m 6.4m

避難判断水位 6.3m 6.1m ※所内検討会後の修正版

氾濫注意水位 4.5m 3.0m

水防団待機水位 3.0m 2.5m

支部
体制

時刻
二ツ井
水位

十二所
水位

番
号

情　　　報 伝達手段 伝達経路 備　　　考 担　　当

注意
（準備）

３日前 － －
1 台風９９号が秋田に接近する予報 メール 河川・ダム情報班（調１）　→　各班

河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

2 維持業者にドローン手配 各出張所　→　維持業者 大規模出水に備え、ドローン機体及び操作者の確保 各出張所

２日前 － －
3 台風９９号が秋田に接近する予報 メール 河川・ダム情報班（調１）　→　各班

河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

１日前 － －
4 台風９９号が秋田に接近する予報 メール 河川・ダム情報班（調１）　→　各班

河川ダム情報班
　情報連絡係（調１）

5 工事現場関係者等への情報伝達 監督職員　→　現場代理人
台風接近に伴う災害防止対策の徹底を指示。
（強風による看板の飛散、水位上昇による重機水没等）

各工事・業務
　監督職員

6 工事現場関係者等から報告 現場代理人　→　監督職員　→　発注担当課 現場点検結果、災害防止対策完了の報告
各工事・業務
　監督職員

7 許可工作物管理者への情報伝達 各出張所　→　各管理者 各出張所

8 防災エキスパートの出動要請の事前依頼 調１　→　地域づくり協会秋田支所 派遣依頼の事前周知、人員確保 調１

当日
9 秋田県に大雨洪水警報　発表 メール 河川ダム・情報班（調１）　→　各班 所内周知

河川ダム情報班
　情報連絡係（調１）

8:00 2.80m 2.22m
10

注意 8:40 3.03m 2.52m
11

水防団待機水位超過
　二ツ井　3.03m（＞3.00m）
　十二所　2.52m（＞2.50m）

12
災害対策支部体制【注意】発令（事務所）
災害対策支部体制【注意】発令（河川）

注意体制発令の所内決裁　→　本局報告
総合防災情報システムへ体制入力【注意体制】

十二所観測所で「水防団待機水位」を越え、なお「氾濫注意水
位」に達すると予想されるため、注意体制に入る。

河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

13
記者発表（第１報）
【注意体制】

文案作成し、支部長決裁、ＨＰアップ ※管内の記者クラブへのＦＡＸは実施しない
広報班
　広報係（調１）

14
水防警報発令【準備】
　十二所観測所

洪水予警報システム操作【単独発表】
十二所観測所で水防団待機水位に達し、氾濫注意水位に達
する見込みのため、水防警報【準備】を発表。

河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

警戒 9:00 4.52m 3.03m
15

氾濫注意水位超過
　二ツ井　4.52m（＞4.50m）
　十二所　3.03m（＞3.00m）

16
災害対策支部体制【警戒】発令（事務所）
災害対策支部体制【警戒】発令（河川）

注意体制→警戒体制移行の所内決裁　→　本局報告
総合防災情報システムへ体制入力　注意体制　→　警戒体制へ移行

十二所観測所で「氾濫注意水位」に達し、なお水位上昇がと予
想されるため、警戒体制に移行する。

河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

17
記者発表（第２報）
【警戒体制へ移行】

文案作成し、支部長決裁、ＨＰアップ ※管内の記者クラブへのＦＡＸは実施しない
広報班
　広報係（調１）

18
水防警報発令【出動】
　十二所観測所

洪水予警報システム操作【単独発表】
十二所観測所で氾濫注意水位に達したため、水防警報【出
動】を発表。

河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

19
洪水予報【第１号】
　氾濫注意情報

洪水予警報システム操作【気象台と合同で発表】
十二所観測所で氾濫注意水位を超過したため、洪水予報【氾
濫注意情報】を発表

河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

20 水位予測（９時）
出水様式－１（※６時間先までの水位予測）
河川・ダム情報班（調１）　→　本局、所内、各出張所・支所

氾濫注意水位到達後は、毎正時報告
河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

21 大館市へのホットライン① 電話 事務所長　→　大館市長
・9時時点の予測では、10時30分に避難判断水位、11時00分
には氾濫危険水位に達する見込み

事務所長

22 リエゾン派遣決裁
上記ホットラインの中でリエゾン派遣の話があったこととし、大館市へリエゾン派遣す
る。

文書作成までとし、実際の派遣はなし。 地域情報収集班

23 出水時河川巡視（状況把握）　開始
河川巡視システ
ム

各出張所　→　状況把握システムによる報告
氾濫注意水位到達により出水時の巡視開始
（※以後、氾濫注意水位以下に低下するまで巡視実施）

鷹巣班・二ツ井班
河川・ダム対策班
　管理係（河管）

10:00 5.91m 5.88m
24 水位予測（10時）

出水様式－１（※６時間先までの水位予測）
河川・ダム情報班（調１）　→　本局、所内、各出張所・支所

氾濫注意水位到達後は、毎正時報告
河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

25 出水時河川巡視（状況把握）　定時報告
河川巡視システ
ム

各出張所　→　様式－９による報告
（※演習なので様式－９とするが、出水本番はシステムです）

氾濫注意水位到達により出水時の巡視開始
（※以後、氾濫注意水位以下に低下するまで巡視実施）

鷹巣班・二ツ井班
河川・ダム対策班
　管理係（河管）

26 水防活動状況　定時報告
出水様式－４
出張所からの巡視報告を基に、河川・ダム対策班（河管）で作成　→　本局

状況把握班等からの情報をまとめ、水防団の活動状況を報告
する。

鷹巣班・二ツ井班
河川・ダム対策班
　管理係（河管）

非常 10:30 6.34m 6.11m
27

避難判断水位超過
　二ツ井　6.34m（＞6.30m）
　十二所　6.11m（＞6.10m）

28
災害対策支部体制【非常】発令（事務所）
災害対策支部体制【非常】発令（河川）

警戒体制→非常体制移行の所内決裁　→　本局報告
総合防災情報システムへ体制入力　警戒体制　→　非常体制へ移行

十二所観測所で「避難判断水位水位」に達し、なお「氾濫危険
水位」に達すると予想されるため、非常体制に移行する。

河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

29
記者発表（第３報）
【非常体制へ移行】

文案作成し、支部長決裁、ＨＰアップ ※管内の記者クラブへのＦＡＸは実施しない
広報班
　広報係（調１）

30
洪水予報【第２号】
　氾濫警戒情報

予警報システム 洪水予警報システム操作【気象台と合同で発表】
十二所観測所で避難判断水位を超過したため、洪水予報【氾
濫警戒情報】を発表

河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

31 大館市へのホットライン② 電話 事務所長　→　大館市長
・10時30分に避難判断水位に到達した。
・11時00分には氾濫危険水位に達する見込み
・氾濫危険水位に達した場合、ｴﾘｱﾒｰﾙを発出する。

事務所長

32 道路管理者へ通行止めの調整や情報提供 地域情報収集班　→　関係自治体
水位上昇や被害想定をもとに、兼用堤管理者や浸水想定内の
道路管理者あてに情報提供や通行止め調整を行う

地域情報収集班

33 防災エキスパートの出動要請
鷹巣出張所へ派遣要請
総括班（調１）　→　地域づくり協会秋田支所（任意様式）
           　　　 　　　　TEL:018-823-3148  FAX:018-823-3150

文書作成までとし、派遣要請（ＦＡＸ送信）は行わない。 地域情報収集班

11:00 6.88m 6.44m
34

氾濫危険水位超過
　二ツ井　6.88m（＞6.80m）
　十二所　6.44m（＞6.40m）

35
記者発表（第４報）
【氾濫危険水位を超過】

文案作成し、支部長決裁、ＨＰアップ ※管内の記者クラブへのＦＡＸは実施しない
広報班
　広報係（調１）

36
洪水予報【第３号】
　氾濫危険情報＋エリアメール発信

洪水予警報システム操作【気象台と合同で発表】
十二所観測所で氾濫危険水位を超過したため、洪水予報【氾
濫危険情報】を発表＋エリアメール発信

河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

37 水位予測（１１時）
出水様式－１（※６時間先までの水位予測）
河川・ダム情報班（調１）　→　本局、所内、各出張所・支所

氾濫注意水位到達後は、毎正時報告
河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

38 出水時河川巡視（状況把握）　定時報告
河川巡視システ
ム

各出張所　→　様式－９による報告
（※演習なので様式－９とするが、出水本番はシステムです）

氾濫注意水位到達により出水時の巡視開始
（※以後、氾濫注意水位以下に低下するまで巡視実施）

鷹巣班・二ツ井班
河川・ダム対策班
　管理係（河管）

39 水防活動状況　定時報告
出水様式－４
出張所からの巡視報告を基に、河川・ダム対策班（河管）で作成　→　本局

状況把握班等からの情報をまとめ、水防団の活動状況を報告
する。

鷹巣班・二ツ井班
河川・ダム対策班
　管理係（河管）

12:00 7.15m 7.00m
40 水位予測（１２時）

出水様式－１（※６時間先までの水位予測）
河川・ダム情報班（調１）　→　本局、所内、各出張所・支所

氾濫注意水位到達後は、毎正時報告
河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

41 出水時河川巡視（状況把握）　定時報告
各出張所　→　様式－９による報告
（※演習なので様式－９とするが、出水本番はシステムです）

氾濫注意水位到達後に実施
（※以後、氾濫注意水位以下に低下するまで巡視実施）

河川ダム対策
　管理係（河管）

42 水防活動状況　定時報告
出水様式－４
出張所からの巡視報告を基に、河川・ダム対策班（河管）で作成　→　本局

状況把握班等からの情報をまとめ、水防団の活動状況を報告
する。

鷹巣班・二ツ井班
河川・ダム対策班
　管理係（河管）

※令和２年度の演習は「十二所観測所」をメインに実施するため、洪水予報・水防警報の発表は十二所観測所のみとする ver 5月14日

令和２年度　米代川洪水対応演習スケジュール表

↓9:00　全体演習開始↓

↓8:40　調査第一課演習開始↓

13:00 7.43m 7.56m
43 左岸６８．６ｋより越水の報告 電話 鷹巣出張所長　→　事務所長

状況把握班から鷹巣出張所へ連絡あったものとし、事務所長

あてに越水の報告

鷹巣班

事務所長

44 大館市へのホットライン③ 電話 事務所長　→　大館市長 ・13時00分に左岸68.6kより越水は始まった 事務所長

45 本局へのホットライン① 電話 事務所長　→　本局〇〇〇〇 左岸68.6kｋより堤防越水が始まった連絡 事務所長

46
記者発表（第５報）

【堤防越水】
文案作成し、支部長決裁、ＨＰアップ ※管内の記者クラブへのＦＡＸは実施しない

広報班

　広報係（調１）

47
洪水予報【第４号】
　氾濫発生情報（越水）＋エリアメール発信

予警報システム 洪水予警報システム操作【気象台と合同】
越水したため、洪水予報【氾濫発生情報（越水）】を発表＋Ｌ５
到達のエリアメール発信

河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

48 水位予測（１３時）
出水様式－１（※６時間先までの水位予測）

河川・ダム情報班（調１）　→　本局、所内、各出張所・支所
氾濫注意水位到達後は、毎正時報告

河川ダム情報班

　情報連絡係（調一）

49 出水時河川巡視（状況把握）　定時報告
各出張所　→　様式－９による報告
（※演習なので様式－９とするが、出水本番はシステムです）

氾濫注意水位到達後に実施
（※以後、氾濫注意水位以下に低下するまで巡視実施）

鷹巣班・二ツ井班
河川・ダム対策班

　管理係（河管）

50 水防活動状況　定時報告
出水様式－４
出張所からの巡視報告を基に、河川・ダム対策班（河管）で作成　→　本局

氾濫危険水位を超過しているため、水防団は退避中。
確認先：本局

鷹巣班・二ツ井班

河川・ダム対策班
　管理係（河管）

13:20
51

52 一般住民より鷹巣出張所へ破堤の連絡 電話 河川情報センター　→　鷹巣出張所（長）あてに電話

53 【鷹巣班】事務所へホットライン（堤防決壊情報） 電話
鷹巣出張所長 → 事務所長

　決壊情報を報告
鷹巣出張所から事務所長へ報告

鷹巣班

事務所長

54 大館市へのホットライン④ 電話 事務所長　→　大館市長 ・13時00分に破堤 事務所長

55 本局へのホットライン② 電話 事務所長　→　本局〇〇〇〇 左岸６８．６ｋ破堤の連絡 事務所長

56
記者発表（第６報）

　【堤防決壊】
文案作成し、支部長決裁、ＨＰアップ ※管内の記者クラブへのＦＡＸは実施しない

広報班

　広報係（調１）

57
洪水予報【第５号】
　氾濫発生情報（堤防決壊）＋エリアメール発信

予警報システム 洪水予警報システム操作【気象台と合同】
堤防決壊により、洪水予報【氾濫発生情報（堤防決壊）】を発
表＋Ｌ５到達のエリアメール発信

河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

58 破堤等重大災害速報（第１報）
様式：出水様式－２（１）（２）
　河川ダム・情報班（調１）　→　本局

河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

59 破堤箇所及び被害状況確認のためのドローン撮影 河川・ダム対策班（河管）　→　維持業者へ指示 維持業者へドローン撮影指示し、撮影動画を所内共有
河川ダム対策

　管理係（河管）

60 災害時協定業者（工事）に復旧依頼 河川・ダム対策班（工１）　→　能代山本地区協定業者連絡先（工事）
緊急復旧作業の依頼・調整
※依頼文書作成まで

河川・ダム対策班
　対策係（工１）

61 緊急災の申請（本局へのプレ申請） 河川・ダム対策班（工１）　→　本局 緊急災のプレ申請
河川・ダム対策班

　対策係（工１）

62
災害時協定業者（コンサル）に痕跡調査等の協力依

頼
河川・ダム情報班（調１）　→　協定業者連絡先（コンサル）

緊急復旧作業の依頼・調整

※依頼文書作成まで

河川・ダム情報班

　情報連絡係（調１）

63 堤防調査委員会の申請 河川・ダム情報班（調２）　→　本局 堤防調査委員会実施について本局上申
河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

64
内水排除支援要請への対応

災害対策用機械要請・命令申請

派遣要請様式－３

災害使用様式－２
左岸68.6k破堤による浸水箇所の内水排除のために出動

機械電通班

　機械係

14:00 7.21m 6.97m
65 水位予測（１４時）

出水様式－１（※６時間先までの水位予測）
河川ダム情報班（調１）　→　本局、所内、各出張所・支所

氾濫注意水位到達後は、毎正時報告
河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

66 出水時河川巡視（状況把握）　定時報告
各出張所　→　様式－９による報告
（※演習なので様式－９とするが、出水本番はシステムです）

氾濫注意水位到達後に実施
（※以後、氾濫注意水位以下に低下するまで巡視実施）

河川ダム対策
　管理係（河管）

67 水防活動状況　定時報告
出水様式－４

出張所からの巡視報告を基に、河川・ダム対策班（河管）で作成　→　本局

氾濫危険水位を超過しているため、水防団は退避中。

確認先：本局

鷹巣班・二ツ井班
河川・ダム対策班

　管理係（河管）

68 緊急災の申請（本申請） 河川・ダム対策班（工１）　→　本局 緊急災の本申請
河川・ダム対策班
　対策係（工１）

69 緊急復旧状況報告　着手
出水様式－３

河川ダム対策班（工１）　→　本局・鷹巣出張所

鷹巣班

河川・ダム対策班
　対策係（工１）

70
記者発表（第７報）

　【緊急復旧着手】
文案作成し、支部長決裁、ＨＰアップ ※管内の記者クラブへのＦＡＸは実施しない

広報班

　広報係（調１）

71 破堤等重大災害速報（第２報）
様式：出水様式－２（１）（２）
　河川ダム・情報班（調１）　→　本局

河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

15:00 6.77m 6.38m
72 水位予測（１５時）

出水様式－１（※６時間先までの水位予測）

河川ダム情報班（調１）　→　本局、所内、各出張所・支所
氾濫注意水位到達後は、毎正時報告

河川ダム情報班

　情報連絡係（調一）

73 出水時河川巡視（状況把握）　定時報告
各出張所　→　様式－９による報告
（※演習なので様式－９とするが、出水本番はシステムです）

氾濫注意水位到達後に実施
（※以後、氾濫注意水位以下に低下するまで巡視実施）

河川ダム対策
　管理係（河管）

74 水防活動状況　定時報告
出水様式－４
出張所からの巡視報告を基に、河川・ダム対策班（河管）で作成　→　本局

氾濫危険水位を超過しているため、水防団は退避中。
確認先：本局

鷹巣班・二ツ井班

河川・ダム対策班
　管理係（河管）

75
洪水予報【第６号】

　氾濫警戒情報
洪水予警報システム操作【気象台と合同】 氾濫危険水位を下回る

河川ダム情報班

　情報連絡係（調一）

76 緊急復旧状況報告　中間
出水様式－３
河川ダム対策班（工１）　→　本局・鷹巣出張所

鷹巣班
河川・ダム対策班

　対策係（工１）

77 破堤等重大災害速報（第３報）
様式：出水様式－２（１）（２）

　河川ダム・情報班（調１）　→　本局

河川・ダム情報班

　情報連絡係（調１）

16:00 6.22m 6.06m
78 水位予測（１６時）

出水様式－１（※６時間先までの水位予測）

河川ダム情報班（調１）　→　本局、所内、各出張所・支所
氾濫注意水位到達後は、毎正時報告

河川・ダム情報班

　情報連絡係（調１）

79 出水時河川巡視（状況把握）　定時報告
各出張所　→　様式－９による報告
（※演習なので様式－９とするが、出水本番はシステムです）

氾濫注意水位到達後に実施
（※以後、氾濫注意水位以下に低下するまで巡視実施）

河川ダム対策
　管理係（河管）

80 水防活動状況　定時報告
出水様式－４

出張所からの巡視報告を基に、河川・ダム対策班（河管）で作成　→　本局

氾濫危険水位を超過しているため、水防団は退避中。

確認先：本局

鷹巣班・二ツ井班
河川・ダム対策班
　管理係（河管）

81
洪水予報【第７号】
　氾濫注意情報

洪水予警報システム操作【気象台と合同】 避難判断水位を下回る
河川ダム情報班
　情報連絡係（調一）

16:30

82 排水ポンプ車の稼働終了 左岸68.6k破堤による浸水箇所の内水排除作業終了
機械電通班
　機械係

16:45
83 緊急復旧状況報告　完了

出水様式－３

河川ダム対策班（工１）　→　本局・鷹巣出張所

鷹巣班
河川・ダム対策班

　対策係（工１）
17:00 4.35m 2.99m

84 水位予測（１７時）
出水様式－１（※６時間先までの水位予測）
河川ダム情報班　→　本局、所内、各出張所・支所

氾濫注意水位到達後は、毎正時報告 河川ダム情報班

85 出水時河川巡視（状況把握）　最終報告 各出張所　→　状況把握システムによる報告
氾濫注意水位到達後に実施

（※以後、氾濫注意水位以下に低下するまで巡視実施）

河川ダム対策

　管理係（河管）

86 水防活動状況　最終報告
出水様式－４
二ツ井班、鷹巣班　→　河川・ダム対策班（河管）　→　本局

氾濫危険水位を超過しているため、水防団は退避中。
確認先：本局

鷹巣班・二ツ井班
河川・ダム対策班

　管理係（河管）

87
洪水予報【第８号】
　氾濫注意情報解除

洪水予警報システム操作【気象台と合同】 氾濫注意水位を下回る
河川・ダム情報班
　情報連絡係（調１）

88
水防警報発令【解除】

　十二所観測所
洪水予警報システム操作 氾濫注意水位を下回ったため、水防警報【解除】を発表。

河川ダム情報班

　情報連絡係（調１）

89
記者発表（第８報）
【緊急復旧完了・支部体制解除】

文案作成し、支部長決裁、ＨＰアップ ※管内の記者クラブへのＦＡＸは実施しない
広報班
　広報係（調１）

90
災害対策支部体制【解除】発令（事務所）
災害対策支部体制【解除】発令（河川）

・注意体制発令の所内決裁→本局報告
・総合防災情報システムへ体制入力　注意体制

二ツ井観測所及び十二所観測所で「水防団待機水位」を越

え、なお「氾濫注意水位」に達すると予想されるため、注意体
制に入る。

河川ダム情報班
　情報連絡係（調一）

 -----　13:20　堤防決壊 （左岸68.6kkm） -----　　

洪水対応演習のようす

●大きな出水や災害発生後には、策定したタイムラインと災害対応の時系列記録を比較するふりかえ
り（検証）を行い、必要に応じてタイムラインを見直し、防災行動や災害対応の改善・充実を図る。

〇国・県・気象台と市町村とのホットライン伝達体制の構築
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

〇住民の主体的避難を促す情報伝達手段の拡充（防災メール、防災ラジオ等）

市町村

・北秋田市では、森吉山ダムの緊急放流の危険性が高まり、氾濫被害等の発生が予想される場合に、「警報設備（放送・標示）」に
加え「防災ラジオ」を活用し、「緊急のお知らせ」の放送を行い、早めに避難ができるように取組を行っている。

北秋田市

●緊急放流（異常洪水時防災操作）とは

洪水調節を行っている場合において、
更に洪水時最高水位（サーチャージ水
位）を超える予測の場合に、ダムからの
放流量を流入量まで徐々に増加させる操
作が行われます。このような操作を「異
常洪水時防災操作」と呼びます。

〇避難情報伝達手段の検証と整備
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

○マスメディアと連携した情報発信

国、県

・水害・土砂災害情報等について、テレビや新聞、ラジオ等のそれぞれが有する特性を活かし、地域住民の避難行動に繋げる、情
報共有・意見交換を行う。

子
吉
川

滝沢橋

森子橋

子
吉
川

森子橋

▲本局、県内事務所とのWEB会議▲意見交換の状況▲協議会開催状況

〇概要
＜日時・場所＞ 日時：令和２年８月５日（水） 13:30～15:30 場所：秋田河川国道事務所

＜メンバー＞
メディア：１７社（テレビ：７、ラジオ：６、新聞：４）
行政：秋田県、秋田地方気象台、東北地方整備局水災害予報センター、秋田県内各事務所

＜意見交換＞
・報道事例「命を守るよびかけ」について
・河川カメラの映像提供の体制について
・専門家の会見情報の共有について（気象台と整備局の合同会見）
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

〇大規模水害を想定した住民参加による防災訓練の実施

国、県、市町村

・住民が自ら安全に避難し逃げ遅れない取り組みとして、大規模水害を想定した住民参加による防災訓練を実施。
･想定される様々な事象について行動・体験することで早期の避難につなげ、災害が発生した際に適切且つ迅速に行動が
できるよう訓練を行う。

秋田県総合防災訓練〈概要〉

○開催日：平成３０年９月２日
○参加者：秋田県・北秋田市・能代河川国道事務所等 84団体 約1,600名
○訓練内容：災害対策本部運営訓練、洪水想定避難行動訓練、土砂災害救出

訓練、自主防災組織発災対応型訓練等 計14訓練
【訓練想定】
（１）米代川支流域において、局地的な大雨により「記録的短時間大雨 情報が発表

され、米代川右岸東鷹巣橋付近に漏水箇所が発生、氾濫危険水位に達した。
（２）北秋田市鷹巣地区を震源とするM7.1、震度6強の直下型地震が発生した。

土砂災害救出訓練災害対策本部運営訓練 避難者受付の様子
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・近年多発している大きな洪水に対して地域住民の防災意識の向上を図るため、教育機関と連携して出前講座を実施。

〇教育機関との連携による出前講座・防災教育の拡充

国、県、市町村

令和元年10月18日撮影

鹿角市立八幡平小学校において、出前講座を実施を実施 北秋田市立前田小学校において、出前講座を実施を実施

令和元年７月４日に鹿角市立八幡平小学校体育館において、小学校児童 約２
５０名に対し、「河川災害の恐ろしさと防災意識」と題して出前講座を実施し
ました。

令和元年９月３０日に北秋田市立前田小学校において、小学校児童 約７０名
に対し、「河川災害の恐ろしさと防災意識」と題して出前講座を実施しました。

児童の感想

・洪水の時は川に近づかない
・自分の身は自分で守るよう
にしたい

など

・過去に大きな被害があった「昭和４７年洪水」や「平成１９年洪水」の記録写真などを交えて、洪水の恐ろしさと洪水から身を守る方法などを説明。

〔自然災害伝承碑の事例を紹介（国土地理院）〕
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

○秋田地方気象台と連携した気象防災ワークショップの開催

国、県、市町村

子
吉
川

滝沢橋

森子橋

子
吉
川

森子橋

子
吉
川

滝沢橋

森子橋

子
吉
川

森子橋

・2023年6月
 山本地域振興局で実施。自治体や関係機関24名が参加。（中小河川編）
・2023年6月
 秋田県庁で実施。自治体35名が参加。（風水害編）
・2023年11月
 秋田地方気象台でオンラインで実施。
 自治体30名が参加。（暴風雪・大雪編）

▲気象防災ワークショップ

・気象防災ワークショップでは、洪水災害あるいは土砂災害が発生するおそれのある状況下で、気象台が発表する様々な
情報を参照しながら少人数でのグループワークを行い、地方公共団体での防災対応を疑似体験していただきました。ワー
クショップを通じて、各種の防災気象情報を理解し、有効活用するとともに、体制の強化や避難勧告の発令のタイミング
などを検討することによって、判断のポイントを学ぶことができます。今後も各市町村の防災担当者や関係機関に広く参
加していただき、防災対応力の向上を目指します。
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

○秋田県自主防災アドバイザー派遣事業による防災力・知識の向上

秋田県

・地域の実情に応じた自主防災組織の結成促進や活動活性化を支援するため､日本防災士会秋田県支部と連携し、防災士
を「自主防災アドバイザー」 （以下「アドバイザー」という。） として派遣するなど 、地域できめ細かなアドバイス
を行うことにより、地域防災力の向上を図る 。

子
吉
川

滝沢橋

森子橋

子
吉
川

森子橋

１ アドバイザーの業務
・ 自主防災組織の運営に関すること。
・ 日常的な防災活動に関すること。
・ 災害対応力の向上に関すること。
・ 防災知識の普及及び啓発に関すること。
・ ハザードマップの周知、マイタイムラインの普及啓発に関すること。

２ 令和５年度実績
    派遣回数：２７回（令和５年１２月末現在 予定も含む）

○内容
・防災意識の普及啓発 ・自主防災組織の運営・活動
・避難誘導・救助 ・要援護者への対応
・ＤＩＧ（災害図上訓練）、ＨＵＧ（避難所運営ゲーム） など。

【参考】これまでの実績
・令和３年度派遣回数 ：１２回

（新型コロナウィルス拡大により減少）

   ・令和４年度派遣回数 ：３０回

防災備蓄食料品取扱訓練状況

防災士による講演状況

41



被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

〇水害リスクの高い箇所の合同巡視の実施

国、県、市町村

・河川管理者及び県・水防管理団体（市町村）・地元水防団等の水防関係者は、適切且つ迅速な水防活動を実施するため本格的
な出水期前に「重要水防箇所」の合同巡視を実施する。
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

〇水防資機材等の充実、合同点検の実施

国、県、市町村

・より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化のため、出水期前に水防資機材の保有状況の確認や補充、準備をすることで
直ちに水防活動を実施できる体制を確保する。

【鹿角地域振興局水防倉庫】 【北秋田地域振興局水防倉庫】 【山本地域振興局水防倉庫】
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

〇水防訓練の実施、水防工法講習会の実施

国、県、市町村

・水防訓練は大雨や台風による洪水時に迅速・的確に行動できるよう、水防団員の水防技術の習得・向上により、水防態勢の充実
強化を図るとともに、地域住民に対して水防意識の高揚を図ることを目的として実施する。

能代市水防訓練
○開催日：令和５年６月４日
○場 所：東能代地区米代川河川緑地
○実施工法：土のう作成、積み土のう工法

北秋田市水防訓練
○開催日：令和５年６月４日
○場 所：鷹巣字西大柳岱地内
○実施内容：シート張り工法、着流し工法、積み土のう工法

国土交通省排水ポンプ車及び照明車展示・実演

大館市水防訓練
○開催日：令和５年５月２9日
○場 所：外川原地区米代川河川緑地
〇実施内容：ロープ結索、積み土のう工法、シート張り工法
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

〇地域全体の防災力向上を図るため自主防災組織結成や訓練の実施等

市町村

・自主防災組織は、「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づき、住民の皆さんが自主的に結成する組織で、

自治会・町内会内で防災組織づくりを推進していくことが災害に強いまちづくりにもつながり、活動を通して地域のつながりについて
も再構築していく。

市の補助金を活用し、自治会独自
の避難判断基準線を設置（駒形）

市の補助金を活用し、避難支援用
品を購入（出戸沼第二） 洪水を想定した避難訓練を実施（南中川原第二）

●自主防災組織設立自治会・町内会の推移（能代市）
能代市

〇自主防災組織の活動を支援するた

め、能代市自主防災組織補助金を創
設し、防災資機材、備蓄品などの購入
費や自主防災組織の活動費について
助成しているほか、防災活動や組織の
立ち上げ、運営などのサポートも実施
している。

（R3.1.31 現在）（R5.2.5現在）
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

〇地域包括支援センターへ防災関連パンフレット等の掲示や設置

市町村

・高齢者の日頃からの生活に関する支援については、地域包括支援センターやケアマネージャーが核となり実施しているが、高齢
者が地域で安心・安全に生活を送るためには、災害時に適切な避難行動がとれるよう、日頃より、高齢者一人ひとりが地域と連携
して、災害リスクや避難場所、避難のタイミングへの理解促進を深めることが必要。

・防災・減災への取組実施機関と地域包括支援センター及びケアマネージャーが連携し、水害からの高齢者の避難行動の理解促
進に向けた取組を実施する。

〇地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携した高齢者等の避難行動に向けた取り組み

【取組】

・大規模氾濫減災対策協議会において、防災・減災への取組実施機関と地域包括支援センター・ケアマネージャーが連携し、水害からの高齢者の避難
行動の理解促進に向けた取組を実施

（例）
・ケアマネージャーの研修会等の場を活用し、ハザードマップや地域の水害リスクについて説明を実施
・市町村の福祉部局を通じて地域包括支援センターへハザードマップの掲示や防災関係資料の設置

大規模氾濫減災協議会 地域包括支援センター

連携
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・水防法の改正により、地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設は「避難確保計画の作成」及び「避難訓練の実施」が義
務化された。

・要配慮者利用施設の避難確保計画作成を支援するため、講習会プロジェクトを実施している。

〇要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進、避難訓練への支援

国、県、市町村

令和元年10月18日撮影

講習会プロジェクトの実施状況

〈国〉平成30年10月23日 前期講習会 能代市
平成30年11月20日 後期講習会 能代市

令和元年11月29日 前期講習会 北秋田市
令和 2年 1月21日 後期講習会 北秋田市

〈県〉令和 2年12月24日 簡易方式 小坂町

講習会を実施した自治体もあり、避難確保計画の
作成が進んできているが、今後は未作成の施設管
理者へ個別に説明を実施し、避難確保計画作成を
支援していく。

前 期 講 習 会 後 期 講 習 会

ハザードマップを確認する参加者の皆さん

講習会のようす ワールドカフェのようす

テーマについて検討した意見やアイデア

参加者が班に分かれ、ワールドカフェ形式でテーマ
に対する意見を出し合い、相互理解を深めた。

水災害予報センター、秋田地方気象台、能代河川国
道事務所、秋田県建設部による講演が行われた。

令和6年1月現在

市町村名
講習会
実施
有無

対象施設
作成済み

施設
割合
（%）

能代市 〇 54 54 100%

北秋田市 〇  41  41 100%

大館市 － 33  33 100%

鹿角市 －  74  74 100%
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

〇排水施設・排水資機材の点検・訓練・教育・出動態勢確保（排水ポンプ車講習会）

能代河川国道事務所

・本格的な出水期を前に「救急排水機場」及び「排水ポンプ車」の稼働試験（訓練）を実施し、関係者が的確な操作手順等を改めて
確認し、技術の向上を図るとともに洪水時に万全な体制で備えるため実施する。

悪土川救急排水機場訓練のようす（R2）

【位置図】
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

〇全天候型ドローンの配備・陸上水中レーザードローンの配備

能代河川国道事務所

・国土交通省では災害現場において、立ち入りに危険 を伴う場合や、地上からの調査では被害の全貌把握が困難又は時間を要
する場合などに、迅速に被災状況の調査等を行う有効な手段として、ドローンを活用している。

・東北地方整備局では、全天候型ドローンを６台、グリーンレーザードローンを１台（本局）へ配備する。

●各ドローンの特徴・説明
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・碑名 復旧記念碑
・建立年 １９３６年（昭和１１年）
・所在地 秋田県鹿角郡小坂町小坂字岱１６ 濁川 摺臼野神社境内

・伝承内容 昭和１０年（１９３５）８月２３日から２４日の大洪水により、流失家屋１４戸、損壊６０戸、浸水８２４戸、他にも道路、橋、
耕地などの被害が発生した。避難所収容は小坂地区のみで３,１２７名に及んだ。

〇国土地理院地図への自然災害伝承碑の登録

地理院地図（電子国土Web） 復旧記念碑

小坂町
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・平成24年度から、村独自で防災監視カメラを設置し、村ホームページ上で公開している。

・上流に位置する萩形ダムの放流や、大雨による小阿仁川の増水状況がインターネット上で確認でき、村住民だけでなく、他地域
に住む家族なども、リアルタイムで状況を確認すること可能。

〇上小阿仁村防災監視カメラによるライブ配信

上小阿仁村

【位置図】

①生涯学習センター裏

②新羽立橋付近

監視地点

①上小阿仁村生涯学習
センター裏の小阿仁川

②国道285号上、新羽立
橋付近

新羽立橋に設置した
カメラの様子

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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米代川水系流域治水プロジェクト

④グリーンインフラの取り組み

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。 52



グリーンインフラの取り組み

〇再造林支援事業

大館市

【大館市森林整備促進対策事業費補助金制度】
木材価格の低迷による伐採収入の減少、一方で伐採後の植栽、保育等経費

の負担増により、当市の再造林率は１０％台と低迷。このままでは、森林の公益
的機能の低下、木材としての優良秋田杉の減少など様々な問題が生じる。この
状況を改善するため、大館市では令和２年度に再造林推進事業費補助金制度
を制定し、伐採後の植栽経費を補助してきた。令和５年度には制度の対象を下
刈りや間伐等にも拡充し、植栽後にかかる保育費用についても支援することで、
更なる再造林率の向上を図っている。

【位置図】 大館市

実施状況

補助対象内容 補助額
（１）県の補助事業
に該当するもの

植栽 要した経費の２０％以内
雪起し 〃
下刈り 〃
除伐 〃
枝打ち 〃
間伐 〃
整理伐 〃

（２）県の補助事業
に該当しないもの 植栽 要した経費の６０％以内

事業実施主体

補助対象事業の実施主体は次のとおり。
（１）森林法に規定する森林所有者
（２）森林組合及び森林経営計画の認定を受けた林業事業体

補助金の額等（Ｒ５～） 年度別実績

植栽 R2年度 R3年度 R4年度

申請件数 1件 3件 4件

交付決定金額 1,626,000円 1,064,000円 1,427,000円

植栽面積 10.84ha 7.91ha 16.63ha

植栽本数 27,100本 16,547本 36,355本 53



グリーンインフラの取り組み

〇森林経営管理制度

大館市

☆森林は、水源の涵養や地球温暖化の防止などの役割を持ちますが、手入れ
が不十分だと樹木はやせ細り、下草や低木も育たず地表がむき出しになり、大
雨の際に山崩れなどを引き起こす原因になってしまいます。

☆森林経営管理制度は、適切に管理されていない森林について、経営に適した
ものは林業経営者に集積・集約し、経営に適さないものは市が管理を行う制度
です。大館市では令和元年度から令和4年度までに139人の森林所有者から賛
同を得て、約161haで経営管理権を設定、約1haを林業経営者に再委託しました。

【位置図】 大館市

実施状況

年度ごとに対象地区を広報で周知 制度説明会の様子
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〇稚鮎放流事業の実施

水位調整板

水位調整板設置状況 降雨後の排水状況（貯留効果確認）

グリーンインフラの取組み 藤里町

☆水産振興の一環として、町と粕毛漁業協同組合と共同で稚鮎の放流を実施しています。
令和６年度も、藤琴川・粕毛川の８箇所において稚鮎を放流する予定です。

☆毎年、幼稚園児に水辺の環境に興味を持ってもらうため、鮎の放流体験も同時に実施しています。
※令和５年度の放流体験は残念ながら雨天により中止となりましたが、引続き実施を予定しています。

《実施機関：藤里町》

放流体験の様子
令和４年度は藤琴川の藤琴橋付近
で藤里幼稚園年長児１３名が参加し、
放流体験を実施しました。
令和６年度も年長児を対象に実施予
定です。

米代川

放流事業の様子
町と粕毛漁業協同組合による藤琴川
森合橋付近での放流事業実施状況

稚鮎放流事業の一例（藤琴川の２箇所）
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米代川水系流域治水プロジェクト一覧表
   

洪水氾濫対策 河道掘削
国・県・市町
村

堤防整備 国・県

樹木伐採 国・県

水門、樋管ゲートの自動化または遠隔化 国・県

流水の貯留機能拡大 既存ダムの有効活用（事前放流）
国・県・市町
村等

流域の雨水貯留機能の向上
開発行為に対する雨水貯留・浸透施設の設置
指導

市町村

雨水貯留浸透施設整備（調整池） 市町村

水田貯留（支援含む）
国・県・市町
村

森林整備、治山対策
国・県・森林
整備センター

土砂災害対策 砂防堰堤等の整備 県

防災拠点等の整備 国

立地適正化計画の策定・見直し 市町村

土地の水災害リスク情報の
充実

浸水想定区域図の作成・公表等 国・県

避難体制等の強化
想定最大規模の洪水に基づくハザードマップ
の作成及び公表、説明会、周知の実施

市町村

講習会等によるマイタイムライン普及促進
国・県・市町
村

危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの
配置見直しや増設の検討

国・県

 

主な取組メニュー 主な取り組み項目 対策メニュー

2．被害対象を減少させるため
の対策

１．氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

水害ハザードエリアにおけ
る土地利用・住まい方の工
夫

中期 中長期短期実施主体
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大規模洪水を想定し、関係機関と連携した実
践的な訓練の実施

国・県・市町
村

国・県・気象台と市町村とのホットライン伝
達体制の構築

国・県・市町
村

避難情報伝達手段の検証と整備 市町村

住民の主体的避難を促す情報伝達手段の拡充
（防災メール、防災ラジオ等）

国・県・市町
村

マスメディアと連携した情報発信 国・県

大規模水害を想定した住民参加による防災訓
練の実施

国・県・市町
村

教育機関との連携による出前講座・防災教育
の拡充

国・県・市町
村

３．被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策

秋田地方気象台と連携した気象防災ワーク
ショップの開催

国・県・市町
村

秋田県自主防災アドバイザー派遣事業による
防災力・知識の向上

県

水害リスクの高い箇所の合同巡視の実施
国・県・市町
村

水防資機材等の充実、合同点検の実施
国・県・市町
村

水防訓練の実施、水防工法講習会の実施 国・県・市町
村

地域全体の防災力向上を図るための自主防災
組織結成や訓練の実施等

市町村

地域包括支援センターへ防災関連パンフレッ
ト等の掲示や設置

市町村

地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携し
た高齢者等の避難行動に向けた取り組み

市町村

要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促
進、避難訓練への支援

国・県・市町
村

中期 中長期

 

主な取組メニュー 主な取り組み項目 対策メニュー 実施主体 短期
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排水施設・排水資機材の点検・訓練・教育・
出動態勢確保（排水ポンプ車講習会）

国

水害リスク空白域の解消 県・市町村

早期復興を支援する事前の
準備

全天候型ドローンの配備・陸上水中レーザー
ドローンの配備

国

中期 中長期

 

主な取組メニュー 主な取り組み項目 対策メニュー 実施主体 短期
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⑤市町村の実情に応じた減災の取り組み

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。 59



市町村等の実情に応じた取組

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
洪水氾濫対策
・河道掘削

■被害対象を減少させるための対策
水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫
・水害リスクを考慮した立地適正化計画の策定及び居住誘導

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化
・マイ・タイムライン普及促進に向けた取組
・自主防災組織との連携による地域防災力の向上
・災害時の情報伝達手段の充実

■被害対象を減少させるための対策
水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫
・水害リスクを考慮した立地適正化計画の策定及び居住誘導

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化
・想定最大規模に応じたハザードマップの作成と全戸配布
・自主防災組織の強化と活動支援による地域防災力の強化

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化
・河川管理者と協働しながら対策を実施
・想定最大規模に応じた防災マップの作成と全戸配布
・自主防災組織等を対象とした出前講座の実施による地域防災
力の向上

・水防団による水防訓練の実施

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
洪水氾濫対策
・河道掘削
流域の雨水貯留機能の向上
・雨水貯留浸透施設（調整池）の整備

■被害対象を減少させるための対策
水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫
・水害リスクを考慮した立地適正化計画（Ｈ３０年度策定済

み）の現状に即した見直しと居住誘導
■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

避難体制等の強化
・防災マップの作成と全戸配布
・災害時等の情報伝達手段の充実
・住民参加による総合的な防災訓練の実施

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化
・地域防災計画の定期的な見直し
・地区防災組織との連携強化
・防災訓練や講習会の実施による地域防災力の向上

・想定最大規模に応じたハザードマップの作成と全戸配布

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化
・土のうステーションの整備
・想定最大規模に応じたハザードマップの作成と全戸配布
・自主防災組織の強化
・水防訓練の実施能代市 鹿角市

北秋田市

大館市

小坂町

上小阿仁村

藤里町

地域の特性等を踏まえた各種減災対策を推進

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
洪水氾濫対策
・河道掘削

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 避難体制等の強化
・災害時情報伝達手段（防災ラジオ・防災情報メール）のより
一層の普及
・自主防災組織の結成と活動支援による地域防災力の強化
・河川流域地区に特化したプッシュ型防災講話の推進
・住民参加による水防訓練及び総合防災訓練の実施
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